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1 環境影響評価方法書の公告及び縦覧 

「青森県環境影響評価条例」第7条の規定に基づき、環境影響評価の項目並びに調査、予

測及び評価の手法について環境の保全の見地から意見を求めるため、環境影響評価方法書

（以下、「方法書」という）を作成した旨及びその他の事項を公告し、公告の日から起算し

て1ヶ月間縦覧に供するとともに、インターネットの利用により公表した。 

 

1.1 公告日 

令和 7年 10 月 27 日（月） 

 

1.2 公告の方法 

環境影響評価方法書の縦覧に関する公告は、デーリー東北（令和 7年 10月 27 日）に掲

載した（別紙 1）。 

 

1.3 縦覧場所 

環境影響評価方法書の縦覧場所は、以下のとおりとした。 

場 所 曜 日 時 間 

八戸市環境保全課 土・日・祝除く 9：00～17：00 

奥羽クリーンテクノロジー（株） 土・日・祝除く 9：30～17：00 

また、奥羽クリーンテクノロジー（株）ホームページで閲覧可能な状態とした。 

（https://www. https://www.ohu-clean-techno.co.jp/） 

 

1.4 縦覧期間 

令和 7年 10 月 27 日（月）～11 月 26 日（水） 

 

2 環境影響評価方法書の説明会の開催 

「青森県環境影響評価条例」7条の2第2項の規定に基づき、方法書の記載事項を周知する

ための説明会の開催公告は、方法書の縦覧に関する新聞公告と同時に行った。 

また、当社ホームページへ掲載した（別紙2）。 

開催場所及び開催日時、来場者数は、表-1に示すとおりである。 

 

表-1  環境影響評価方法書の説明会の開催状況 

開催場所 開催日時 来場者数 

八戸市総合福祉会館 

「はちふくプラザねじょう」 
令和 7年 11 月 11 日（火）18時～18 時 40 分 0 人 
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3 環境影響評価方法書についての意見の把握 

「青森県環境影響評価条例」第 8 条第 1項の規定に基づき、方法書について環境の保全

の見地からの意見を有する者の意見書の提出を受け付けた。 

 

3.1 意見書の提出期間 

令和 7年 10 月 27 日（月）～12 月 10 日（水） 

 

3.2 意見書の提出方法 

意見書の提出方法は、縦覧場所に設置した意見書箱への投函、奥羽クリーンテクノロジ

ー（株）への郵送とした（別紙 3）。 

なお、郵送の場合は、令和 7年 12月 10 日の当日消印有効とした。 

 

3.3 意見書の提出状況 

環境影響評価方法書に対する環境の保全の見地から意見を求めた結果、1通の意見書が

提出された。 

 

3.4 意見の概要及び事業者の見解 

環境影響評価方法書に対する意見の概要及び事業者の見解は、表-2に示すとおりである。 

意見の概要については原文のまま記載した。 

 

表-2 環境影響評価方法書に対する住民等の意見及び事業者の見解 
No 意見の概要 事業者の見解 

1 一市民として、一言ご意見申し上げます。 

図3-2-19八戸市悪臭発生防止指導要綱に基

づく指定区域ですが、塗りの色が間違ってい

るようです。 

市街化調整区域は第二種区分として運用し

ているそうです。 

詳しくは別紙をご覧下さい。 

要綱に基づく塗りの図面がないところ、他

都市の人がよく塗り分けたと思います。お疲

れさまでした。 

「図 3-2-19 八戸市悪臭発生防止指導要綱に

基づく指定区分」に図示した指定区分が、市街

化調整区域は第二種区分と表示すべきところ

を第三種区分と表示しておりました。 

ご意見を踏まえ、指定区分の表示を修正し、

環境影響評価準備書にとりまとめ公表いたし

ます。 

 



 
別紙 
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デーリー東北（令和 7年 10 月 27 日）に掲載した公告内容 
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奥羽クリーンテクノロジー（株）ホームページの掲載内容 
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環境影響評価方法書に関する意見書      【 ／ 】 

 

【意見書の記載に際して】 

環境保全の見地から、方法書についてご意見をお持ちの方は、日本語により、意見の理由 

を含めて記載してください。 

 

【意見書の提出方法】 

意見書は、下記の期限までに郵送により下記の提出先へ送付いただくか、縦覧場所に備え

付けております意見書箱にご投函下さい。 

・提出期限 

令和 7 年 12 月 10 日(水)午後 5 時まで（郵送の場合は当日消印有効） 

・提出先 

〒039-1162 八戸市豊洲 3 番地 19 奥羽クリーンテクノロジー株式会社 

 

氏名（法人その他の団体にあっ

てはその名称、代表者の氏名） 
 

住所（法人その他の団体にあっ

てはその主たる事務所の所在

地） 

〒 

方法書の名称 奥羽クリーンテクノロジー2 号焼却炉建設事業 

【意見】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（裏面にも記入いただけます） 
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環境影響評価方法書に関する意見書      【 ／ 】 

【意見】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


